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屋内 屋外

〇丈夫な机やテーブルなどの下にもぐ
り、机などの脚をしっかりと握りま
しょう。また、頭を座布団などで保護
して、揺れが収まるのを待ちましょう。

〇窓ガラスが割れることがあるので、
窓際から離れましょう。

〇廊下、運動場、体育館などでは、中
央部に集まってしゃがみましょう。

〇実験室などでは薬品の落下や火気に
注意してください。

〇エレベーターに閉じこめられても、
焦らず冷静になって「非常用呼び出し
ボタン」等での連絡を取る努力をしま
しょう。

〇建物の外壁などが剥がれ落ちることもあ
ります。鞄などで頭を保護し、できるだけ
建物から離れましょう。

〇海岸で強い揺れに襲われたら、一番恐ろ
しいのは津波です。避難の指示や勧告を待
つことなく、安全な高台や避難地を目指し
ましょう 。

〇車を運転中の場合は，
１: ハンドルをしっかり握り、前後の車に注
意しながら徐々にスピードを落とし、道路
の左側に停車します。
２: エンジンを切り、揺れがおさまるまでは
車外に出ず、カーラジオから情報を入手し
ます。
３: 避難の必要がある場合は、車のキーはつ
けたままにし、ドアをロックしないで、窓
を閉めます。
４: 連絡先を見えるところに書き、車検証な
どの貴重品を持ち、徒歩で避難します。

１．もし地震が起こったら．．．

地震発生！

安全確保
（揺れを感じたら）

緊急地震速報

30秒程度

〇頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してください。

〇あわてて外に飛び出さないでください。外に避難する場合は，教職員の

指示に従って落ち着いて行動してください。

〇エレベーターでは，最寄りの階で停止させてすぐに降りてください。

〇屋外では，ブロック塀の倒壊や看板・ガラスの落下に注意してください。

〇山やがけ付近では，落石やがけ崩れに注意してください。
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〇自分自身の安否について，定められた方法（次ページ参照）で大学に報告してください。

〇平日に学内で被災した場合，自教室・研究室又は事務室にいた学生，教職員の氏名を把
握し，全員の安否を確認・報告してください。

〇外出者や出張者を含む構成員全員の安否を確認してください。

〇外部からの訪問者についても安否を確認してください。

〇各自家族の安否・安全を確認してください。

教職員の行動

安全確保
（揺れが収まったら）

〇二次災害を防止するために，電化製品のコンセントを抜く，ブレーカーを落とす，

ガスの元栓を閉める等の措置を講じてください。

〇要救助者や閉じ込め者等がいないかどうか確認してください。

〇避難経路を確認の上，安全に避難をしてください。避難に関して指示がある場合は，

その指示に従ってください。

〇家族に連絡し，自分の安否について連絡してください。

〇友人や所属サークル等に自分の安否を連絡してください。

〇修学支援システムから送られてくるメールに安否情報を記載して返信してください。

学生の行動

●安否確認●

〇平日昼間

・全教職員は，定められた行動計画に沿って復旧作業を開始してください。

〇夜間・休日等

・全教職員は，自宅・勤務地の被災状況・道路状況を見極めた上で，参集命令があったも
のとして職場に参集することを基本とします。

・交通機関がマヒしている場合，徒歩，自転車で通勤ができる者のみ参集（概ね通勤距離
が徒歩で3㎞，自転車で10㎞が目安）

・夜間に地震が発生した場合，原則として夜明けを待って参集してください。

・勤務地の被災状況，道路状況によっては，参集可能な最寄りの地区に参集してください。

●大学への参集●

●安否確認●

●大学への登校●

〇特別な場合を除いて，大学への登校はしないでください。

〇大学HP等で授業再開等の情報を確認し，行動してください。
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・実施基準

人命の安全確保に必要な対応 －安否確認－

安否の連絡

学生

１）修学支援システムからメールが送られてくるので，そのメール
に返信する

→２）メールが届かない場合，各学部学務担当係に電話確認する

→３）繋がらない場合，災害伝言ダイヤル（１７１）に録音する

教職員

１）部局担当総務係にメールを送信する（送れない場合は電話連
絡）

→２）危機管理対策本部にメールを送信する（ 〃 ）

→３）繋がらない場合，災害伝言ダイヤル（１７１）に録音する

安否確認

実施基準

１）山口県内で「震度5強」以上の地震が発生した場合

２）その他学長が必要と認めた場合

安否の確認

学生

１）学生からの返信を確認

→２）学生の携帯電話等に電話確認

→３）災害伝言ダイヤル（１７１）の録音を確認

→４）自宅・保護者宅に電話確認

→５）その他連絡が取れた学生を介しての安否確認依頼等あらゆる

手段

教職員

１）部局担当総務係の受信メールを確認

→２）危機管理対策本部の受信メールを確認

→３）自宅・携帯電話等に電話確認

→４）災害伝言ダイヤル（１７１）の録音を確認

・各学生及び教職員が行うこと（安否の連絡）

・安否確認担当者が行うこと（安否の確認）
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・安否確認の実施体制

学生・児童生徒・園児
職員

留学生以外 留学生

危機管理
対策本部

教育支援課総務係
０８３－９３３－５０６０
ga104@yamaguchi-u.ac.jp

学生支援課留学生交流係
０８３－９３３－５９８２
ga142@yamaguchi-u.ac.jp

人事課人事総務係
０８３－９３３－５０１９
sh022@yamaguchi-u.ac.jp

各部局

対策本部

人文学部学務係
０８３－９３３－５２１２
hc134@yamaguchi-u.ac.jp

人文学部総務企画係

０８３－９３３－５２００
hc143@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部学務係
０８３－９３３－５３０８
ed145@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部総務企画係

０８３－９３３－５３０３
ed142@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部山口附属学校係
０８３－９３３－５９５２
ed151@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部山口附属学校係
０８３－９３３－５９５２
ed151@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部光附属学校係
０８３３－７８－００３５
ed181@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部光附属学校係
０８３３－７８－００３５
ed181@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部特別支援学校係
０８３－９３３－５４８０
ed171@yamaguchi-u.ac.jp

教育学部特別支援学校係
０８３－９３３－５４８０
ed171@yamaguchi-u.ac.jp

経済学部学務係
０８３－９３３－５６０６
ec194@yamaguchi-u.ac.jp

経済学部総務企画係

０８３－９３３－５５０３
ec192@yamaguchi-u.ac.jp

理学部学務係
０８３－９３３－5２１１
hc135@yamaguchi-u.ac.jp

理学部総務企画係
０８３－９３３－５７５５
hc144@yamaguchi-u.ac.jp

医学部学務課教育・学生支援係
０８３６－２２－２３３２
me237@yamaguchi-u.ac.jp

医学部総務課職員係
０８３６－２２－２０１７
me204@yamaguchi-u.ac.jp

工学部学務課学生係
０８３６－８５－９０１１
en302@yamaguchi-u.ac.jp

工学部総務企画課総務企画係

０８３６－８５－９００３
en282@yamaguchi-u.ac.jp

農学部学務係
０８３－９３３－５８１１
ag295@yamaguchi-u.ac.jp

農学部総務企画係
０８３－９３３－５８０５
ag293@yamaguchi-u.ac.jp

共同獣医学部学務係
０８３－９３３－５８０８
ve104@yamaguchi-u.ac.jp

共同獣医学部総務企画係
０８３－９３３－５９４３
ve102@yamaguchi-u.ac.jp

国際総合科学部学務係
０８３－９３３－５２８８
gl006@yamaguchi-u.ac.jp

国際総合科学部総務企画係
０８３－９３３－５７９８
gl004@yamaguchi-u.ac.jp

情報共有

※ 大学教育機構，大学研究推進機構，大学情報機構，時間学研究所，地域未来創生
センター及び事務局に所属する教職員の安否確認は，危機管理対策本部にて行う。
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対応区分
危機管理対策本部

ＢＣＰ対応 行動内容例 担当部署 目標時間

安全確保及び

安否確認

安全確認及び安否確認

（「３．１災害発生時の行動」に沿って行動）
各教職員 速やかに

（災害発生又は参集可能な状況～１時間）

参集及び対策本
部の立ち上げ

□ 役員・本部要員は１号館４階特別大会議室（建
物が利用不能の場合は２号館裏駐車場）に参集

□ 対策本部の立ち上げ

・役員
・本部要員
・総務部

１時間

（～３時間）

建物，設備の被
害状況の確認

□ 建物・学内インフラの被害状況の調査・安全確
認

□ 設備の被害状況の調査・安全確認

□ 化学物質・放射性物質等の漏洩の有無の確認及
び立入禁止等安全管理の実施

・施設環境部

・財務部
・学術研究部

５時間

連絡手段の確保

□ 情報ネットワーク環境の確認

①学外との接続可否(SINET)
②学内LAN接続確認
③その他の連絡手段の確認・確保

・メディア基盤
センター
・情報環境部

５時間

社会インフラの
被害状況確認

□ 関係機関に連絡し，社会インフラ等の被害状況
について情報収集

・総務部 ５時間

学生安否確認
□ 修学支援システムからメール送信

□ 返信がない学生には個別に電話確認
・学生支援部 ５時間

教職員安否確認 □ 電話やメール等により教職員・家族の安否確認 ・総務部 ７２時間

学生・教職員の
安全確保

□ 避難が必要な場合，学生・教職員の避難誘導

□ 水・非常用食料等の必要な物資を配給

□ 安全な帰宅方法の指示

□ 帰宅困難者・被災者への宿泊施設の斡旋

□ 学内外の被害状況について情報提供

・財務部 １２時間

（～５時間）

対外的な情報

発信および

情報共有

□ 学内の被害状況等の情報集約 ・総務部 ５時間

□ 保護者等からの問合わせ窓口を設置 ・学生支援部 ５時間

□ 学内外からの問合わせ対応

□ 学外の必要な相手先（リスト）に，状況につい
ての情報発信

□ 危険が周囲に及ぶ可能性のある場合，住民への
危険周知・避難要請，行政当局への連絡

・総務部 ５時間

（～６時間）

事業継続体制へ
の移行

□ 被害状況に応じ，対応の基本方針を決定

□ 復旧業務の優先順位，目標時間，内容を決定

□ 上記決定事項を学内に伝達

・対策本部 ６時間

対応の記録 □ 実施した対応や発生した問題点等の記録 ・総務部 ６時間

復
旧
活
動
へ

初
動
対
応

災害発生！

２．１ 事業継続に係る行動計画

－５－
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吉田地区 小串地区

（附属病院以外）
常盤地区 附属学校園

各学部等

安全確保及び安否確認 安全確保及び安否確認 安全確保及び安否確認 安全確保及び安否確認

（災害発生又は参集可能な状況～１時間）

□ 参集及び危機管理室等の
立ち上げ

□ 参集及び危機管理室等の
立ち上げ

□ 参集及び危機管理室等の
立ち上げ

□ 参集及び危機管理室等の立ち
上げ

（～３時間）

□ 各学部における建物，設
備の被害状況の確認

□ 対策本部に被害状況報告

□ 建物・設備の被害状況の
調査・安全確認

□ 化学物質・放射性物質等
の漏洩の有無の確認，立
入禁止等安全管理の実施

□ 建物・設備の被害状況の
調査・安全確認

□ 化学物質・放射性物質等
の漏洩の有無の確認，立
入禁止等安全管理の実施

□ 建物・設備の被害状況の調
査・安全確認

□ 連絡手段の確認
・学内LAN
・MCA無線
・その他の連絡手段

□ 情報ネットワーク環境の
確認（メディア基盤セン
ターと連携）

□ 情報ネットワーク環境の
確認（メディア基盤セン
ターと連携）

□ 連絡手段の確認
・学内LAN
・MCA無線
・その他の連絡手段

□ 対策本部と情報共有
□ 社会インフラの被害状況
確認（宇部地区）

□ 社会インフラの被害状況
確認（宇部地区）

□ 社会インフラの被害状況確認
（光地区）

□ 対策本部と連携して，所
属学生の安否確認

□ 対策本部と連携して，所
属学生の安否確認

□ 対策本部と連携して，所
属学生の安否確認

□ 対策本部と連携して，児童・
生徒・園児の安否確認

□ 対策本部と連携して，所
属教職員の安否確認

□ 対策本部と連携して，所
属教職員の安否確認

□ 対策本部と連携して，所
属教職員の安否確認

□ 対策本部と連携して，所属教
職員の安否確認

□ 学生・教職員の避難誘導

□ 安全な帰宅方法の指示

□ 学内外の被害状況につい
て情報提供

□ 対策本部業務への協力

□ 学生・教職員の避難誘導

□ 水・食料等必要物資配給

□ 安全な帰宅方法の指示

□ 宿泊施設の斡旋

□ 学内外の被害の情報提供

□ 学生・教職員の避難誘導

□ 水・食料等必要物資配給

□ 安全な帰宅方法の指示

□ 宿泊施設の斡旋

□ 学内外の被害の情報提供

□ 児童生徒の避難誘導

□ 水・食料等必要物資配給

□ 安全な帰宅方法の指示

□ 学内外の被害の情報提供

（～５時間）

□ 対策本部に随時情報伝達 □ 対策本部に随時情報伝達 □ 対策本部に随時情報伝達 □ 対策本部に随時情報伝達

□ 問合わせ窓口の設置 □ 問合わせ窓口の設置 □ 問合わせ窓口の設置 □ 問合わせ窓口の設置

□ 学外からの問合わせ対応

□ 学外からの問合わせ対応

□ 学外の必要な相手先に，
状況についての情報発信

□ 住民への危険周知・避難
要請，行政当局への連絡

□ 学外からの問合わせ対応

□ 学外の必要な相手先に，
状況についての情報発信

□ 住民への危険周知・避難
要請，行政当局への連絡

□ 学外からの問合わせ対応

□ 学外の必要な相手先に，状況
についての情報発信

□ 住民への危険周知・避難要請，
行政当局への連絡

（～６時間）

□ 対策本部からの連絡を受
け，事業継続体制に移行

□ 復旧業務の内容等を確認

□ 対策本部からの連絡を受
け，事業継続体制に移行

□ 復旧業務の内容等を確認

□ 対策本部からの連絡を受
け，事業継続体制に移行

□ 復旧業務の内容等を確認

□ 対策本部からの連絡を受け，
事業継続体制に移行

□ 復旧業務の内容等を確認

□ 対応の記録 □ 対応の記録 □ 対応の記録 □ 対応の記録



対応区分
危機管理対策本部

ＢＣＰ対応 行動内容例 担当部署 目標時間

（～６時間）

各種情報の提供

□ 記者会見

□ 資料提供

□ HPの運用

・総務部 ６時間

要員の確保

□ 参集可能な教職員のリストを作成し，要員を必
要な業務に配置

□ 勤務ローテーション及び勤務交代時の申し送り
の徹底など，個々の要員の感過剰な負担を防止

・各部局
・総務部

３日間

物資の確保
□ 備蓄していた資源の確認

□ 復旧に必要な資源の確保
・財務部 2週間

ライフラインの
確保

□ 災害復旧協力業者への応急復旧の依頼 ・施設環境部 2週間

情報システムの
復旧

□ 業者にネットワークの被災状況を連絡し，復旧
作業を依頼

□ メディア基盤センター及び情報環境部が所管す
るシステムの復旧開始

□ 業務システムの所管課の復旧作業を支援

・メディア基盤
センター
・情報環境部

２週間

（～１２時間）

人員調達業務
□ 他地区の職員，ボランティア等の受入体制，受
入職員の配置及び担当業務の調整

・総務部 3日間

（～１日）

学務関係業務

□ 修学支援システムの復旧

□ 授業の再開，単位認定，学位等の認定

□ 各種証明書の発行

□ 就職支援活動

□ 衛生指導，感染予防，カウンセリング

□ 留学生の生活支援

・学生支援部 2週間

人事関係業務

□ 人事システムの復旧

□ 教職員への給与支給

□ 共済組合，社会保険，雇用保険関係業務

・総務部 2週間

契約関係業務

□ 財務会計システムの復旧

□ 調達体制の確保

□ 復旧予算の確保

・財務部 2週間

情報関係業務

□ 各種ネットワークの維持

□ 各種業務システムの維持

□ 学術資産の被害状況の確認

・メディア基盤
センター
・情報環境部

2週間

学外への情報発
信

□ 対外的に発信すべき情報の集約

□ 学外の必要な相手先（リスト）に，状況につい
ての情報発信

・対策本部 2週間

対応の記録 □ 実施した対応や発生した問題点等の記録 ・総務部 ２週間

復
旧
活
動

平時業務

－７－



－８－

吉田地区 小串地区

（附属病院以外）
常盤地区 附属学校園

各学部等

□ 資料提供

□ HPの運用

□ 資料提供

□ HPの運用

□ 資料提供

□ HPの運用

□ 資料提供

□ HPの運用

□ 参集可能な教職員のリス
トの作成・要員の配置

□ 勤務ローテーション・交
代時の申し送りの徹底

□ 参集可能な教職員のリス
トの作成・要員の配置

□ 勤務ローテーション・交
代時の申し送りの徹底

□ 参集可能な教職員のリス
トの作成・要員の配置

□ 勤務ローテーション・交
代時の申し送りの徹底

□ 参集可能な教職員のリストの
作成・要員の配置

□ 勤務ローテーション・交代時
の申し送りの徹底

□ 復旧に必要な資源の確保
□ 備蓄資源の確認

□ 復旧に必要な資源の確保

□ 備蓄資源の確認

□ 復旧に必要な資源の確保

□ 備蓄資源の確認

□ 復旧に必要な資源の確保

□ 災害復旧協力業者への応
急復旧の依頼

□ 災害復旧協力業者への応
急復旧の依頼

□ 災害復旧協力業者への応急復
旧の依頼

□ ネットワークの被災状況
をメディア基盤センター
に連絡

□ 業務システムの復旧作業

□ ネットワークの被災状況
をメディア基盤センター
に連絡

□ 業務システムの復旧作業

□ ネットワークの被災状況
をメディア基盤センター
に連絡

□ 業務システムの復旧作業

□ ネットワークの被災状況をメ
ディア基盤センターに連絡

□ 業務システムの復旧作業

□ 受入職員の配置及び担当
業務の調整

□ 他地区の職員等の受入体
制，受入職員の配置及び
担当業務の調整

□ 他地区の職員等の受入体
制，受入職員の配置及び
担当業務の調整

□ 他地区の職員等の受入体制，
受入職員の配置及び担当業務
の調整

□ 授業の再開，単位認定，
学位等の認定

□ 各種証明書の発行

□ 就職支援活動

□ 授業の再開，単位認定，
学位等の認定

□ 各種証明書の発行

□ 就職支援活動

□ 衛生指導，感染予防，カ
ウンセリング

□ 留学生の生活支援

□ 授業の再開，単位認定，
学位等の認定

□ 各種証明書の発行

□ 就職支援活動

□ 衛生指導，感染予防，カ
ウンセリング

□ 留学生の生活支援

□ 授業の再開

□ 衛生指導，感染予防，カウン
セリング

□ 人事関係業務に関する対
策本部への協力

□ 教職員への給与支給

□ 共済組合，社会保険，雇
用保険関係業務

□ 教職員への給与支給

□ 共済組合，社会保険，雇
用保険関係業務

□ 教職員への給与支給

□ 共済組合，社会保険，雇用保
険関係業務

□ 契約関係業務に関する対
策本部への協力

□ 調達体制の確保 □ 調達体制の確保 □ 調達体制の確保

□ 各種ネットワークの維持

□ 各種業務システムの維持

□ 学術資産被害状況の確認

□ 各種ネットワークの維持

□ 各種業務システムの維持

□ 学術資産被害状況の確認

□ 各種ネットワークの維持

□ 各種業務システムの維持

□ 学術資産被害状況の確認

□ 各種ネットワークの維持

□ 各種業務システムの維持

□ 学術資産被害状況の確認

□ 対外的に発信すべき情報
を対策本部に報告

□ 学外の必要な相手先に情
報発信

□ 対外的に発信すべき情報
を対策本部に報告

□ 学外の必要な相手先に情
報発信

□ 対外的に発信すべき情報
を対策本部に報告

□ 学外の必要な相手先に情
報発信

□ 対外的に発信すべき情報を対
策本部に報告

□ 学外の必要な相手先に情報発
信

□ 対応や問題点等の記録 □ 対応や問題点等の記録 □ 対応や問題点等の記録 □ 対応や問題点等の記録



２．２ 危機管理体制

危機管理対策本部

吉田地区

人文学部 教育学部

１ 初動対応発動基準

・「南海トラフ巨大地震」の緊急地震速報が発令されたとき

・山口県内で「震度５強」以上の地震が発生したとき

・その他学長が必要と判断した場合

２
対策本部の設置権限者，
代理権限者

設置権限者：学長

代理権限者：

1)総務企画の業務を掌理する理事

2)教育学生の業務を掌理する理事

3)人事労務の業務を掌理する理事

4)財務施設の業務を掌理する理事

5)学術研究の業務を掌理する理事

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

4)副事務長

３ 対策本部要員 P14参照

４ 対応拠点設置場所
事務局1号館4階

特別大会議室

５ 連絡手段

固定電話：

083-933-5000

FAX:

083-933-5013

メール：

sh012@yamaguchi-u.ac.jp

携帯電話：

090-7891-8452

MCA無線

衛星電話：

080-2922-6545

固定電話：

083-933-5200

メール：

hc143@yamaguchi-
u.ac.jp

MCA無線

（理学部と共有）

固定電話：

083-933-5300

メール：

ed142@yamaguchi-
u.ac.jp

MCA無線

６ 対策本部に備える設備

パソコン：３台

プリンター：１台

ホワイトボード：２台

コピー機：１台

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

７
参集人員

（休日・夜間等）

吉田地区から3㎞以内に居住する事
務局所属の職員及び他の地区に勤務
する教職員

吉田地区から3㎞以内に
居住する人文学部勤務の
教職員

吉田地区から3㎞以内に
居住する教育学部勤務の
教職員

８ 各班の担当業務 一覧表のとおり

－９－
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吉田地区

経済学部 理学部 農学部 共同獣医学部 国際総合科学部

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

4)副事務長

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

4)副事務長

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)副学部長

2)評議員

3)事務長

固定電話：

083-933-5500

メール：

ec192@yamaguchi
-u.ac.jp

携帯電話：

MCA無線

固定電話：

083-933-5700

メール：

hc144@yamaguchi
-u.ac.jp

MCA無線

（人文学部と共有）

固定電話：

083-933-5800

メール：

ag293@yamaguchi
-uc.jp

MCA無線

(共同獣医学部と共有)

固定電話：

083-933-5940

メール：

ve102@yamaguchi-
u.ac.jp

MCA無線

（農学部と共有）

固定電話：

083-933-5213

メール：

gl004@yamaguchi-
u.ac.jp

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

吉田地区から3㎞以内
に居住する経済学部
勤務の教職員

吉田地区から3㎞以内
に居住する理学部勤
務の教職員

吉田地区から3㎞以内
に居住する農学部勤
務の教職員

吉田地区から3㎞以内
に居住する共同獣医学
部勤務の教職員

吉田地区から3㎞以内
に居住する国際総合科
学部勤務の教職員
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小串地区 常盤地区

医学部 附属病院 工学部

１
初動対応発動基
準

・「南海トラフ巨大地震」の緊急地震速報が発令されたとき

・山口県内で「震度５強」以上の地震が発生したとき

・その他学長が必要と判断した場合

２
対策本部の設置
権限者，代理権
限者

設置権限者：学部長

代理権限者：

１）副学部長

２）医学科長

３）保健学科長

設置権限者：附属病院長

代理権限者：

1)副病院長（優先順位１～
４）

2)先進救急医療センター長

3)現場にいる職印の中で代
理者を決定

設置権限者：学部長

代理権限者：

1)技術経営研究科長

2)副工学部長

3)評議員

４)事務部長

３ 対策本部要員 P15参照 P16参照 P18参照

４
対応拠点設置場
所

医学部本館２階
医学部長室

第一病棟２階看護部カン
ファレンスルーム

５ 連絡手段

固定電話：医学部長室内

0836-85-３０００

メール：医学部総務課総務係

me２０２@yamaguchi-
u.ac.jp

携帯電話：総務課長専用電話

090-４５７０－８４２８

MCA無線

固定電話：看護部カンファ内

0836-22-２７８５

メール：医学部総務課総務係

me２０２@yamaguchi-
u.ac.jp

携帯電話：総務課長専用電話

090-４５７０－８４２８

MCA無線

固定電話：

0836-85-9005

メール：

en282@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

６
対策本部に備える
設備

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

無線機：８台

ストレッチャー：68台(各病棟)

酸素ボンベ：141台(各病棟)

衛星ブロードバンド：１式

衛星電話(ワイドスター)：１式

衛星携帯電話（(sat Phone)：
２台

パソコン：１台

パソコン

プリンター

ホワイトボード

コピー機

７ 参集人員
医学系研究科教職員，医学部教
職員及び小串地区に設置されて
いる施設の職員

附属病院職員・医学部事務
部職員

常盤地区から3㎞以内に居住
する工学部勤務の教職員

８ 各班の担当業務 一覧表のとおり
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教育学部附属学校園

初動対応発動基準

・「南海トラフ巨大地震」の緊急地震速報が発令されたとき

・山口県内で「震度５強」以上の地震が発生したとき

・その他学長又は教育学部長が必要と判断した場合

附
属
山
口
小
学
校

対応拠点
設置場所

附属山口小学校校舎１階

校長室

連絡手段

固定電話：

083-933-5950

メール：

ed191@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

対策本部の設置権限者，
代理権限者

設置権限者：附属学校園長

代理権限者：副校園長（特別支援学校にあっては教頭）

附
属
山
口
中
学
校

対応拠点
設置場所

附属山口中学校校舎２階

校長室

連絡手段

固定電話：

083-922-2824

メール：

ed161@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

附
属
特
別
支
援
学
校

対応拠点
設置場所

附属特別支援学校校舎教室棟Ａ

１階会議室

連絡手段

固定電話：

083-933-5480

メール：

ed171@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

附
属
光
小
学
校

対応拠点
設置場所

附属光中学校校舎２階

校長室

連絡手段

固定電話：

0833-78-0124

メール：

ed181@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

附
属
光
中
学
校

対応拠点
設置場所

附属光中学校校舎２階

校長室

連絡手段

固定電話：

0833-78-0007

メール：

ed181@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線

附
属
幼
稚
園

対応拠点
設置場所

附属山口幼稚園管理棟１階

園長室

連絡手段

固定電話：

083-933-5960

メール：

ed192@yamaguchi-u.ac.jp

MCA無線（附属山口小学校と共用）



本部員 担当（班） 担当部署

学長 本部長（最高責任者） 総務部総務課，学長室

理事・副学長（総務企画担当） 副本部長（本部長の補佐） 総務部総務課

理事・副学長（総務企画担当） 総括・渉外・報道機関対応班 総務部総務課，広報課

理事・副学長（人事労務担当） 法務・職員対応班 総務部総務課，人事課

理事・副学長（財務施設担当） 財務・施設対応班 財務部財務課，施設環境部施設企画課

理事・副学長（教育学生担当） 学生・留学生対応班 学生支援部教育支援課，学生支援課

理事・副学長（学術研究担当） 学内情報収集班 学術研究部研究推進課

副学長（学術情報担当） 情報通信対応班 メディア基盤センター，情報環境部情報企画課

副学長（大学評価担当） 学外情報収集班 内部監査室，企画戦略部企画・評価課

副学長（国際連携担当） 海外対応班 企画戦略部国際企画課

副学長（地域連携担当） 地域対応班 企画戦略部地域連携課

副学長（病院担当）
医療班

医学部総務課

保健管理センター所長 保健管理センター

２．２．１ 危機管理対策本部

班 責任者 班員 主な任務

総括・渉外・報
道機関対応班

総務課長 総務係員 危機管理対策本部の事務総括，学外からの問い合わせ対応

広報課長 広報係員 報道機関への対応，記者会見

法務・職員対応
班

総務課長 法規・企画係員

人事課長 人事課員
職員への情報提供・安否確認，職員への対処指導，職
員の家族への対応，人的被害の調査

財務・施設対応
班

財務課長 財務部員
必要経費の試算・確保，本部運営に必要な物資の確保，
財産の損失・物的被害の調査

施設企画課長 施設環境部員
施設・学内インフラの被害状況調査，危険物の撤去・
応急復旧

学生・留学生対
応班

教育支援課長 教育支援課員
学生への情報提供・安否確認，学生への教育指導・生
活指導，保護者への対応

学生支援課長 学生支援課員
留学生への情報提供・安否確認，留学生への教育指
導・生活指導，保護者への対応

学内情報収集班 研究推進課長 研究推進課員 学内の情報収集，化学物質等の漏洩の有無の確認

情報通信対応班
メディア基盤センター長

情報企画課長

メディア基盤センター教職員

情報環境部員
情報通信ネットワークの復旧

学外情報収集班 企画・評価課長
内部監査室員
企画・評価課員

学外の情報収集

海外対応班 国際企画課長 国際企画課員 外部機関（入国管理局，在外公館等関係省庁）との連絡調整

地域対応班 地域連携課長 地域連携課員 外部機関（地方自治体等地域の関係機関）との連絡調整

医療班 保健管理センター所長 保健管理センター職員 医療機関との対応，職員及び学生等への初期治療・指導

吉田地区における各対応班及び参集人員
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２．２．２ 小串地区危機対策本部

小串地区における各対応班及び参集人員

－14－

区分 担当者 主な任務

本部長 医学部長 指揮・命令を行うとともに密接な連携を図る。

本部員

副学部長 本部長補佐(代理者優先順位１)

医学科長 医学科関係責任者 (代理者優先順位２)

医学科長補佐（基礎系）
（人数未定のため対象者は全員）

医学科関係副責任者 (代理者優先順位４)

保健学科長 保健学科関係責任者 (代理者優先順位３)

看護学専攻長 保健学科関係副責任者 (代理者優先順位５)

検査技術科学専攻長 保健学科関係副責任者 (代理者優先順位６)

総務課副課長（企画） 記録・連絡に関する事務の統括

経営管理課副課長（予算） 調達及び防災工作に関する事務の統括

学務課長 学生に関する対策事務の統括

班 班長 班員 主な任務

消火班
（自衛消防団）

火災発生の部署の長
火災発生場所及び近くの部署の
職員

屋内消火栓及び消火器具を用いた初
期消火

避難誘導班
同建物の出火階以外部署
の長

同建物の出火階以外部署の職員 職員及び学生の避難に関すること。

連絡記録班 総務課副課長（企画）
企画・評価係員，管理総務係員，
教育学生支援係員，医学部教員

危機対策管理本部の設置，大学事務
局，消防、警察及び関係者への通報，
連絡，記録，報告並びに現場と対策
本部との連絡，指示の伝達に関する
こと。

学生安否確認班

医学科教務係長
医学科教務係員，大学院教務係
員，医学部教員（学生部委員）

医学部生及び大学院生の安否確認

保健学科教務係長
保健学科教務係員，大学院教務
係員，医学部教員（学生委員）



２．２．３ 医学部附属病院災害対策本部

役職 職名 役割

災害対策委員会委員 病院長 本部長，指揮・総括

災害対策委員会委員 内科系診療科長 外来責任者（不急外来受付の中止等の判断）

災害対策委員会委員 外科系診療科長 入院責任者（退院・転院措置等の判断）

災害対策委員会委員
先進救急医療セン
ター長

トリアージ及び応急救護班（赤色）責任者，代理者優先順位5

災害対策委員会委員 総合診療部長 応急救護班（緑色）責任者

災害対策委員会委員
医療材料物流セン
ター長

応急救護班（黄色）責任者，医療材料管理責任者

災害対策委員会委員 医療情報部長 医療情報システム管理責任者

災害対策委員会委員 薬剤部長 薬剤管理責任者

災害対策委員会委員 看護部長 看護部とりまとめ

災害対策委員会委員 事務部長 事務部とりまとめ

副病院長 － 本部長サポート，代理者優先順位１～４

手術部長 － 緊急を要さない予定手術中止の判断

総務課長 － 記録・連絡班長

経営管理課長 － 調達及び防災工作責任者

医事課長 － カルテ等管理責任者

班 班長 班員 主な任務

トリアージセンター
先進救急医療
センター長が
指名する医師

先進救急医療センター長が指名する医師(1名)

看護部長が指名するトリアージができる看護師(2名程度)
トリアージ

精神神経科長が指名する精神科医(1名)

看護部長が指名する看護師(数名程度)

診療連携室員及び患者相談室員

患者家族の対応及び精神的な支援

看護部長が指名する外来診療棟勤務の看護師(10名程度) 待機患者の看護

総務課長が指名する総務課職員(5名程度)

『時系列記録』及び『トリアージリス
ト』の作成，災害対策本部への連絡

災害対策本部へ空床を照会し，搬送先
を確定

研修医(10名程度)

ボランティア班長が指名する学生ボランティア(20名程度)
中等症者，重傷者及び遺体の搬送

研修医(10名程度)

ボランティア班長が指名する学生ボランティア(20名程度)
軽症者及び帰宅者の誘導

応急救護班（赤色）

先進救急医療
センターの病
棟医長又は

当直医師

先進救急医療センター，集中治療部，麻酔科蘇生科，第1外
科，第2外科，整形外科，放射線科，脳神経外科の全医師

治療，手術，カルテ作成

1病棟3階で勤務する全看護師 看護

総務課長が指名する総務課職員(1名) 記録

総務課長が指名する総務課職員(1名) 連絡

医事課長が指名する医事課職員(2名) カルテ等管理

医学部附属病院における各対応班及び参集人員
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班 班長 班員 主な任務

応急救護班（黄色）
各病棟医長及
び各病棟看護
師長

応急救護班（赤色）及び（緑色）以外の全ての医師 治療，カルテ作成

各病棟で勤務する全ての看護師 看護

各看護師長が指名する看護師（1名） 記録

各看護師長が指名する看護師（1名） 連絡

応急救護班（赤色）及び（緑色）以外の全ての医事課職員 カルテ等管理

ボランティア班長が指名する学生ボランティア(10名程度) 誘導等

応急救護班（緑色）
総合診療部長
が指名する医
師

班長が指名する医師（5名程度） 治療，カルテ作成

看護部長が指名する外来診療棟勤務の看護師（10名） 看護

総務課長が指名する総務課職員（1名） 記録

総務課長が指名する総務課職員（1名） 連絡

医事課長が指名する医事課職員（5名程度） カルテ等管理

ボランティア班長が指名する学生ボランティア(10名程度) 誘導等

遺体検案・安置班
法医・生体侵
襲解析医学分
野の教授

法医・生体侵襲解析医学分野の全職員
病理形態学分野の全職員
分子病理学分野の全職員
精神科神経科長が指名する精神科医（若干名）

遺体搬入路の確保
遺体の受入，安置及び引き渡し
遺族への対応，照会に対する調査と連絡
警察への通報，身元確認及び検視の依頼
遺体安置所の整備
『遺体安置リスト』による災害対策本部への
連絡
各種の用品調達

薬剤班
薬剤部長が指
名する副薬剤
部長

薬剤部の全職員

『緊急薬品等リスト』に基づき，緊急
薬品等を災害対策本部に搬送する
在庫不足数を『緊急薬品等リスト』:に
記入し，災害対策本部に提出する
調剤・投薬及び薬剤情報提供

栄養治療班 栄養治療部長
栄養治療部の全職員
受託業者の全職員

直営食種分患者用非常食備蓄品（3日
分）を払い出す
受託食種分患者用非常食備蓄品（3日
分）を受託業者に払い出させる

調達班
経営管理課

契約第二係長
経営管理課契約第二係の全職員

『緊急医療材料等リスト』の不足分を，
業者等に発注する
『緊急薬品等リスト』の不足分を，業
者等に発注する
調達した緊急医療材料等及び緊急薬品
等を災害対策本部に搬送する

防災工作班

経営管理課副
課長（施設・
設備担当）

経営管理課契約第三係，施設係及び設備係の職員
ライフラインの確保と第二時災害
防止の措置をとる。

防災センター 防災センターの職員

被害状況の確認，応急処置及び関係者
への連絡等
その後，防災工作班と共に二次災害発
生防止の措置に当たる

放射線・RI安全管理班 放射線部長 放射線部長が指名する放射線管理室等の職員
放射線障害が発生した場合又は発生す
る恐れのある場合，応急の措置を講ず
る

連絡・記録班 総務課長 総務課職員
災害対策本部の設置
各部署代表者及び外部機関等への緊急
連絡 ほか

ボランティアセンター
総務課副課長
（人事・職員
担当）

総務課副課長（人事・職員担当）が指名する総務課職員（若
干名）

ボランティアセンターの設置
『ボランティア登録リスト』作成

DMAT班

統括DMAT又
は統括DMAT
が指名する
DMAT隊員

DMAT隊員（5名程度）
DMAT隊員班立ち上げ
EMISや行政機関と連携し，患者
の搬入・搬送の調整 ほか

消化班・避難誘導班

（自衛消防団）

火災発生場所
の部署の長

火災発生場所及び近くの部署の職員
火災か否かの確認
初期消火・消防署への通報 ほか
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２．２．４ 常盤地区危機対策本部

区分 担当者 主な任務

本部長 工学部長 指揮・命令を行うとともに密接な連携を図る。

副本部長

技術経営研究科長

本部長を補佐し，本部長に事故あるときは，その業務を代行す
る。

副工学部長

評議員

事務部長

本部員

図書館副館長

本部長及び副本部長の業務を補佐する。

各センター長

副機構長

各学科長

教務委員長

入試委員長

学生委員長

総務企画課長

会計課長

学務課長

産学連携課長

班 班長 班員 主な任務

指揮班 会計課副課長 契約第一係員 指示・命令の伝達，人的被害の調査も当たる。

設備班 契約第二係長
契約第二係員
産学連携係員

物的被害の調査，二次災害の防止策に当たる。

通報連絡班 総務企画課副課長 総務企画係員
通報及び確認，情報提供，対外折衝及び記録
等総務的事項に当たる。

消火班 技術長
執行助成係員
技術職員（A）

消火器具を用いて初期消火作業に当たる。

避難誘導班 産学連携課副課長
入試係員
学生係員
共通事務支援室員

避難誘導，避難者の確認に当たる。

搬出班 図書館副館長

技術経営研究科教員
各学科教員
学科事務室員
人事・職員係員
研究契約係員
情報基盤係員
工学情報係員
技術職員（Ｂ）

重要物件の搬出に当たる。

警備班 学務課副課長
経理係員
技術職員（Ｃ）

立ち入り規制，現場付近の警備及び搬出物品
の監視に当たる。

救護班 保健管理センター医師 保健管理センター職員 負傷者の救護に当たる。

常盤地区における各対応班及び参集人員

－17－



２．２．５ 附属学校園における危機管理体制

区分 担当者 主な任務

本部長 校長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 副校長 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 主幹，事務係長 各班の連絡調整等

－18－

（附属光小学校）

区分 担当者 主な任務

本部長 校長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 副校長 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 主幹，事務係長 各班の連絡調整等

（附属特別支援学校）

区分 担当者 主な任務

本部長 校長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 教頭 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 事務係長 各班の連絡調整等

（附属山口小学校）

区分 担当者 主な任務

本部長 校長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 副校長 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 主幹，事務係長 各班の連絡調整等

（附属山口中学校）

（附属光中学校）

区分 担当者 主な任務

本部長 校長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 副校長 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 主幹，事務係長 各班の連絡調整等

（附属幼稚園）

区分 担当者 主な任務

本部長 園長 対策本部の総括。意思決定

副本部長 副園長 本部長の補佐，大学・関係機関との連携総括

本部係 事務担当 各班の連絡調整等



項 目 具体的な対応策

被災者・帰宅困難者の受け入れ 左記事項を含んだ防災協定を山口市と締結し，具
体的な受け入れ範囲等を明確にする。

（現在は「避難所の利用に関する覚書」を山口市
と締結している。）

遺体安置所の提供 同上

学生ボランティアの募集・派遣 学生ボランティアの募集・派遣方法について検討
する。

派遣した学生の把握や安全確保の方策，授業等の
取り扱いについて検討する。

チェックすべき箇所・項目 具体的な対応策

化学物質及び放射性物質の

漏洩等の有無

化学物質及び放射性物質の所在の確認・把握

建物の外壁等の落下の有無 建物及び周囲の危険個所の確認・把握

－地域貢献－
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人命の安全確保に必要な対応 －二次災害防止－

避難場所の利用に関する覚書（H15.5.22）
(山口市)

避難施設：第１体育館・第２体育館・第1武道場
・第2武道場 (収容人数 1,840人)

避難場所：陸上競技場・ラグビー場・サッカー場
・野球場 （収容可能人員 19,900人)



３．基本方針と検討体制

方針 観点

学生，生徒，患者，
教職員の安全を守る

学生，園児・児童・生徒，患者及び教職員の安否状況を把握
する。

衛生指導やカウンセリングなど，学生に対する生活支援業務
を早期に復旧する。

留学生に対する生活支援の業務を継続する。

入院患者の安全を確保し，災害救急医療体制に移行する。

教職員の雇用を維持する。

在学生を予定どおり
卒業させる

授業を早期に再開し，単位認定や学位等の認定に支障の出な
いようにする。

各種証明書の発行業務や就職支援活動業務等，学生サービス
に係る業務を早期に復旧する。

学生を予定どおり

受け入れる

入学試験の準備や実施，合否発表などの入試関連業務を維持
する。

地域社会に貢献する 県や市と連携し，地域での救援・復旧活動に協力する。

大規模な災害が発生した場合，大学の施設や学生，教職員及びその家族が被害を受け，大学の本来
業務に大きな影響が及ぶことが予想されます。
本学は災害時にあっても，重要業務を継続する，あるいは万一中断した場合でも早期に復旧するこ

とを目的に，平常時から事業継続に関する以下の方針に基づき策定したＢＣＰに則り、事業の継続・
早期復旧に取り組みます。

３．１ 国立大学法人山口大学ＢＣＰ基本方針

３．２ 検討体制

職名 氏名

学長 岡 正 朗

理事・副学長（総務企画担当） 古 賀 和 利

理事・副学長（人事労務担当）
（地域連携担当）

田 中 和 広

理事・副学長（財務施設担当） 吉 岡 富 雄

理事・副学長（教育学生担当） 福 田 隆 眞

理事・副学長（学術研究担当） 堀 憲 次

副学長（学術情報担当） 根ヶ山 徹

副学長（大学評価担当） 白 井 睦 訓

副学長（国際連携担当） 三 浦 房 紀

副学長（病院担当） 田 口 敏 彦

事業継続計画等策定専門部会

職名 氏名

副学長（総務企画担当） 古 賀 和 利

副学長（国際連携担当） 三 浦 房 紀

学生支援部長 村 田 三 郎

学術研究部長 重 本 隆 之

情報環境部長 山 根 信 二

企画戦略部長 坂 本 淳 一

総務部長 中 島 修

財務部長 川 畑 廣 史

施設環境部長 岩 永 仁

医学部事務部長 岩 村 和 彦

工学部事務部長 溝端 登紀男

教育学部事務長 筒 井 悟

危機管理委員会
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４．１ 対象とする災害

対象とする

災害
南海トラフ巨大地震（震度５強程度）

４．重要業務の選定と目標時間の把握

区分 山口市 宇部市 光市

最大震度 ５強 ５強 ５強

震
度
別
面
積
率

７ ０．０％ ０．０％ ０．０％

６強 ０．０％ ０．０％ ０．０％

６弱 ０．０％ ０．０％ １．４％

５強 ２．８％ １．４％ ２３．８％

５弱 ４６．８％ ５６．４％ ７４．８％

４以下 ５０．５％ ４２．２％ ０．０％

人的被害 ２７人 ２６人 ４人

死者 ２２人 ２３人 ０人

負傷者 ５人 ３人 ４人

物的被害（建物） ２，１１０棟 ３，９６５棟 ５３９棟

全壊 ６４１棟 ４２３棟 ２０５棟

半壊 １，４６９棟 ３，５４２棟 ３３４棟

焼失 ０棟 ０棟 ０棟

ライフライン

上水道（人口） ２，８７１人 １２４人 ６１９人

下水道（人口） ３９４人 ８９４人 ４３７人

電力（棟数） ４６４軒 １，０２４軒 １９９軒

通信（回線） ３３０回線 ６６３回線 １２１回線

ガス（世帯） ０戸 ０戸 ０戸

＜出典：「南海トラフ巨大地震の被害想定結果について（１）結果の概要について（案）」

（第8回山口県地震・津波防災対策検討委員会資料）＞

※ 南海トラフ型地震のほか，より被害の大きな「山口盆地北西縁断層地震（震度６
強）」や「宇部東部断層＋下郷断層型地震（震度７）」の発生についても考慮する
必要がある。

４．２ 受ける被害の想定
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県内の被害状況（予測）

〇 山口地区

〇 宇部地区

〇
光地区

〇 山口地区

〇 宇部地区

〇
光地区

（出典：南海トラフ巨大地震の被害想定結果について
（第8 回山口県地震・津波防災対策検討委員会））
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（出典：南海トラフ巨大地震の被害想定結果について
（第8 回山口県地震・津波防災対策検討委員会））

〇 山口地区

〇 宇部地区

〇
光地区

〇 山口地区

〇 宇部地区

〇
光地区



４．３ 重要業務と復旧目標の決定

重要業務
目標着
手時間

復旧目標

安否確認 2時間 学生及び教職員全員の安否確認終了

建物・設備の被害確認 ３時間

壁の崩落など危険箇所の確認

学内ライフラインの被災状況確認

化学物質・放射性物質の漏洩の有無の確認

立入禁止等安全管理の実施

通信手段の確保 ３時間
MCA無線，携帯電話，メールを用いた通信
手段の確保

学生・教職員の安全確保 ３時間 キャンパス内の学生・教職員の避難誘導完了

対外的な情報発信 ５時間
保護者等からの問い合わせ窓口の設置

地域住民への危険周知・避難要請等

・修学支援システムの復旧
・授業の再開
・各種証明書の発行
・入試関連業務の継続

教育

・学生・児童の安否確認
・教職員の安否確認
・建物・設備の被害確認

大学運営

・重要関連機関への連絡
・地域住民の安全確保
・地域の復旧活動の支援

社会連携

・学術資産の保存・修復
・研究施設・設備の復旧

研究

・入院患者の安全確保
・災害救急医療体制への移行

診療
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ＢＣＰで決めた各種対応策の実施状況等を踏まえ、定期的な見直しを行う必要があります。
また、それ以外に見直しを行うべき場合も、あらかじめ決めておきましょう。

教育・訓練計画

以下の教育・訓練項目を年 １ 回以上実施する

教育 BCP研修会 目的 全教職員へのBCP対応の周知

訓練 安否確認連絡訓練 目的 安否確認手段の周知徹底

訓練 防災・消防訓練 目的 災害発生時の避難の手順や経路の
確認

点検・是正措置・見直しの基準

事業継続計画書（ＢＣＰ）を毎年 １ 回見直しを行う

（ただし、下記に該当する場合はその都度見直すこと）

見直し該当事項 組織及び業務の大幅な変更があった場合

学長が必要と判断した場合

点検・見直しを行う着眼点（例） チェック

主要な連絡先に変更はないか？ □

重要業務に必要な各種経営資源に変更はないか？ □

ＢＣＰ対応策の優先順位、実施時期に変更はないか？ □

組織体制に変更はないか？ □
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５．教育・訓練計画

６．点検・是正措置・見直し



主要連絡先リスト【様式 ①】

区分 機関名称 連絡先

吉田地区・白石地区

国の機関
文部科学省

国立大学法人支援課 03-5253-4111

（大代表）文教施設部施設企画課

労働基準監督署 山口労働基準監督署 083-922-1238

地方公共団体

山口県庁 防災危機管理課危機管理班 083-933-2370

山口県教育委員会 学校安全・保健課学校安全班 083-933-4660

山口市役所

防災危機管理課 083-934-2723

山口市保健センター 083-921-2666

山口市教育委員会 083-922-4111

警察署等
警察署

山口県県警本部 083-933-0110

山口警察署 083-924-0110

消防署 山口市消防本部（中央消防署） 083-933-0119

報道関係 山口県教育庁記者クラブ 083-922-3111

ライフライン関
係

中国電力 山口営業所 0120-612-907

山口市水道整備課 083-933-6669

山口合同ガス 0832-23-2115

NTT西日本 山口支社 083-923-4281

災害伝言ダイヤル 171

医療機関等

山口県医師会 083-922-2510

日本赤十字山口県支部 083-922-0102

災害拠点病院 日赤 山口赤十字病院 083-923-0111

小串・常盤キャンパス

国の機関
文部科学省 医学教育課 03-5253-4111

労働基準監督署 宇部労働基準監督署 0836-31-4500

地方公共団体 宇部市役所 総務部防災危機管理課 0836-34-8139

警察署等
警察署 宇部警察署 0836-22-0110

消防署 宇部消防本部 0836-21-6112

ライフライン関
係

中国電力 宇部営業所 0120-613-270

宇部市上下水道局 0836-21-2171

山口合同ガス 宇部支店 0836-31-0141

光地区

地方公共団体 光市
総務部総務課 0833-72-1400

教育委員会 0833-74-3600

警察署等
警察署

光警察署 0833-72-0110

室積派出所 0833-78-0003

消防署 光消防署 0833-74-5600

その他
光青少年センター 0833-72-2245

周南児童相談所 0834-21-0554
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避難経路図・避難計画【様式 ②】

吉田地区避難所
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小串地区避難所

常盤地区避難所
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白石地区避難所
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光地区避難所

－30－

特別支援学校避難所



備蓄品リスト【様式 ③】

項目

備蓄量

吉田地区 小串地区 常盤地区

水
（１人あたり１日３リットルが目安）

５００ｍｌ 3,120本

２ｌ 1,800本

食料 カロリーメイト 120個

ラジオ
（乾電池型、手巻充電型）と予備乾電池

(事務局1号館2階

財務部内)

救急箱 保健管理センターに備蓄

防災用トイレ 16基

防災用かまど 10基

防災用シャワー 8ブース

非常用電源
(事務局1号館4階

総務部内)

ＡＥＤ 各地区の「備蓄品マップ」参照
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備蓄品マップ（吉田地区）



－
33
－

備
蓄
品
マ
ッ
プ
（
小
串
地
区
）

AED設置場所について
〇附属病院内は学生・一般外来の方が使用する可能性の高い箇所を表示。
〇その他，桃山グラウンド（男子トイレ内），体育館にも設置。
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備蓄品マップ（常盤地区）



【様式 ④】 災害復旧協力業者リスト

－35－

業者名 等級 電話番号 住所 備考

【山口地区(吉田・白石団地)】

[建築業者]

㈱土井工務店 建築C 0835-22-1612 防府市大字新田

㈱長州興業 建築C 083-972-2521 山口市小郡下郷

旭建設工業㈱ 建築C 083-922-0200 山口市富田原町

[電気設備業者]

入交電設(株) 電気Ｂ 083-922-0388 山口市今井町

(株)セイブ電気 電気Ｂ 083-928-4741 山口市平井

(株)星電業社 電気Ｂ 083-989-2180 山口市深溝

[機械設備業者]

日本ファシリオ(株) 管Ａ 083-973-5366 山口市小郡下郷

桂工業(株) 管Ｂ 0835-22-3433 防府市新築地町

(株)白上水道 管Ｂ 083-922-2044 山口市惣太夫町

【宇部地区(小串・常盤団地)】

[建築業者]

㈱河村工務店 （小串） 建築C 0836-21-0984 宇部市松山町

福島建設㈱ （土木） 土木Ｃ 0836-33-5656 宇部市大字上宇部

新生建設㈱ （常盤） 建築C 0836-62-2111 宇部市大字善和

[電気設備業者]

(株)中電工 山口統括支社 電気Ａ 083-925-1950 山口市大内御堀

前村電気工事(株) 電気Ｂ 0836-31-3555 宇部市神原町

(株)松本電気商会 電気Ｂ 0836-32-5122 宇部市明神町

光和電気設備(株) 電気Ｃ 0836-34-1313 宇部市中村

[機械設備業者]

(株)大方工業所 管Ａ 083-232-2290 下関市上田中町

中石産業(株) 管Ａ 0836-21-3333 宇部市東本町

富士管工(株) 管Ｂ 0836-31-1565 宇部市文京町

【光地区(光団地)】

[建築業者]

㈱奥村組 建築A 0833-71-0540 光市島田

[電気設備業者]

(株)中電工 光営業所 電気Ａ 0833-77-2745 光市中島田

[機械設備業者]

(株)中電工 山口東部支社 管A 0834-36-3300 周南市鼓海



【様式 ⑤】 従業員携帯カード
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承認欄（作成・点検・更新時に記載）

承認日 承認者

平成２８年 ３月 ３０日 危機管理委員会

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日


